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令和４年度第１回袖ケ浦市文化財審議会 

 

１ 開催日   令和４年６月２日（木） 

 

２ 開催場所  旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 山田 常雄 委 員 髙橋 克 

副会長 成田 篤彦 委 員 笹生 衛 

委 員 梶原 正方 委 員 濱名 徳順 

 

（欠席委員） 

委 員 日塔 和彦   

 

４ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 学芸員 鎌田 望里 

生涯学習課長 高浦 正充 学芸員 助川 諒 

主 幹 能城 秀喜   

副主査 石井 祐樹   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議題 

（1）令和４年度文化財保護事業について 

（2）袖ケ浦市指定文化財の候補について 

（3）指定文化財案内板の設置について 

 

７ 報告 

  (1) 令和３年度文化財保護事業の報告について 

  (2) 令和３年度文化財審議会実績 
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  (3) その他 

 

８ 議事等 

※会議の進行上、「報告（３）その他 １」から開始した。 

報告（３）その他  

１）郷土博物館市民学芸員郷土を学ぶ会による袖ケ浦市寺社奉納額調査について 

 加藤市民学芸員：資料Ｐ23に沿って、郷土博物館市民学芸員郷土を学ぶ会 加藤氏が説明 

山田会長：市民学芸員は、袖ケ浦市郷土博物館にある、博物館と一緒に研究をしたり、

事業を行ったりする団体である。郷土を学ぶ会は現在３名で活動を行ってお

り、前々年度まで、市内に所在する道しるべ、石造物の実態調査を行い、2,300

枚写真を撮影し、分布を地図に落としてデータ化した。その第２弾として絵

馬の調査を始めた。調査を進める中で、加藤さんからお話があったように、

神社が開いていなかったり、降ろさないと裏が見えず写真撮影をできなかっ

たりと、色々苦労されているようである。今回審議会で報告していただいた

のは、調査を進めるに当たって、委員の先生方からご意見を伺い、いただい

たご意見をもとに調査を順次進めていきたいということである。 

笹生委員：大変ありがたい仕事だなと感じた。市民の皆さんが調査を行っているという

ことに本当に頭の下がる思いである。今後重要になってくるのは、どのよう

に公表するかである。この調査は、市内のどこにどのような資料があるかを

把握することが目的であると思われるので、わかる範囲で調査をしてもらう

形でよいと考える。それを受けた博物館がデータベース化し、公開すること

により、広域的に議論が広まり、価値も高まるという効果があると考える。

盗難の関係もあるので、どこまで公開するかは難しいが、少なくとも博物館

でデータベース化して公開することにより、近隣市の文化財保護意識の涵養

にもつながっていくと考える。博物館で公開することにより、市民学芸員の

モチベーションも上がってくると思うので、博物館においてデータ管理及び

発信方法について具体的に考えてもらいたい。 

濱名委員：調査の時に赤外線カメラを使うと、墨で書いたものをかなり写すことができ

る。赤外線カメラは安価に手に入るので、それを手に入れると便利になると

思う。また、絵馬の盗難についてはそれほど心配しなくてもよいのではない

か。よっぽど古いものは話は別だが、これを見ると幕末とか明治なので、こ

れに関してはそれほどに心配はいらいない。 

山田会長：赤外線カメラは使っているのか。 

加藤市民学芸員：使っていない。 

高橋委員：絵馬とは別に写真の額が多くあるが、これは完全に外しているのか。これを

絵馬にするのかどうかは意見が別れるが、とにかく奉納してあるものは撮っ

ておいてほしい。 

加藤市民学芸員：これ以外にも寄附金の額などがある。まず元のデータをきっちりと押さえて

おかないといけないというのが私の考えである。そのため、撮れるところは

全部撮っている。 

高橋委員：絵馬がかけられた位置図があるとよい。正面に５枚あったら１枚目２枚目３

枚目と、どれがどこにかかっているのかがわかったほうがよい。そういうこ

とをやっておくと、盗難が発覚する資料にもなる。ぜひこれは撮ってもらっ

た方がよい。 
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笹生委員：今の話で、高橋委員が仰っていた写し込みを行う場合、博物館の方で神社な

どに、公的な博物館の仕事でやっていると一言言ってもらえることでずいぶ

ん違う気がする。 

西原館長：ご意見ありがとうございます。いただいた意見については、対応していきた

いと思う。ただし、無住で管理者がわからない寺社も多くあるので、まずは

区長へ確認し、市民学芸員の活動に協力していけたらと思っている。 

山田会長：博物館、場合によっては生涯学習課にも支援していただき、最後までデータ

を完成させていただきたい。また機会があれば、審議会で報告していただけ

ると、今後の指定の参考資料になるかと思う。 

 

 

議題（１）令和４年度文化財保護事業について 

事 務 局：議題（１）について、資料Ｐ３に沿って説明 

 山田会長：ボランティアの方は保険に入っているのか。また交通費はどうか。 

 事 務 局：民間の保険と市役所の補償に加入している。また、謝礼として１日４時間作

業した方に対して１，０００円支払っている。 

 山田会長：乗用車で来ている方が事故を起こした場合の保障はどうか。 

 事 務 局：状況によるが、作業時間内であれば保険は入っている。 

 

議題（２）袖ケ浦市指定文化財の候補について 

１)有形文化財・彫刻（仏像） 

 事 務 局：資料Ｐ11に沿って説明 

 濱名委員：延命寺の地蔵菩薩立像と十一面観音立像については、郷土博物館の稲葉さん

がお寺に交渉したところ、観るだけなら良いが動かすのは心配な      

のでやめてほしいとのことであった。指定のための調査は動かさないレベル

の調査ではできないので、これについては時期が来たら調査を行うというこ

とでよいのではないか。 

 山田会長：№９・10についてはお寺の方から移動が不可という話があるそうなので、優

先順位を後にしておくということでよろしいか。№11・25の方はどうか。 

 濱名委員：こちらはまだ具体的には動きはない。まずは延命寺の２体の調査を考えてい

た。ちなみに№25の光福寺の不空羂索観音立像は写真で見ると、室町時代と

いうよりは平安時代かと思われる。光福寺は明らかに妙見菩薩坐像と思われ

るがお像があるので、この２体については調査してもよいと思われる。 

 山田会長：光福寺は前に保存処理していますよね。 

 事 務 局：袖ケ浦市史研究第20号で、元檀家総代が書かれていますが、平成28年に仏像

３体とその他を修理しているそうである。 

 山田会長：仏像の関係は事務局で濱名委員と連絡をとって、お寺と詰めてほしい。 

 事 務 局：光福寺の仏像については写真で見る限り、一面六臂にしか見えないが、むこ

うでは十一面と解釈している。先ほど、述べたとおり、平成28年に光福寺で

修繕をしているが、その際に台座の裏から修復面が見つかっている。それが

昭和19年12月８日に修理をしたと書かれていたそうである。太平洋戦争が始
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まって３年目なので、戦勝祈願という意味があって、その当時に修復したの

は信じがたい。他にも関係者の名前などが書いてあったが、製作者や製作年

代まではわからなかった。 

 

２) 有形文化財・古文書・民俗文化財について 

事 務 局： 資料Ｐ12に沿って説明 

笹生委員：現在、飽富神社の年中行事のうち筒粥だけがピックアップされているが、一

年のサイクルの中である程度行事が行われており、その裏付けとなるのが

「唯一社頭年中行事」であり、全国的に見ても比較的稀有な例であって、県

の方でももう少し注目しても良いと思っている。その意味も含めて市の方で

積極的に評価してもらいたい。吉田神道の要素とそれ以外の要素は細かく分

析をしていかないといけないが、「唯一」とついていることから吉田の影響

を受けたことは間違いない。まずは現状の民俗行事群と18世紀後半のオリジ

ナルの文字資料がセットになっていることを評価して、指定にもっていくか

たちで良いと思う。吉田の要素とそれ以前の要素、明治以降の改変について

はこれだけで神道史の論文になる内容である。これについては指定しながら、

あるいは指定後に評価としてやっていければ良いと思う。それ以前に、複数

の年中行事が伝わっている事実とその裏付けになる古文書が残っているこ

とに重要な意味がある。そこからまず評価していくべきだと思う。 

高橋委員：古文書が残っているということは、その文書が書かれた時点で行事が行われ

ていたことを証明するものである。神社の行事がいつから始まったのかわか

らないが、これであれば遡れる。これだけの資料はとても少ない。鎌倉の歴

史が吾妻鏡であるように、何かあれば吾妻鏡を見ようとなるので、ここまで

原形が見えるのは素晴らしい。お田植神事だけを指定しても良いが、飽富神

社の年中行事の中でのお田植神事にすることにより、この古文書の重要性が

示される。どちらを支持するかで異なってくるが、古文書を支持した方がよ

りインパクトが強い。 

山田会長：飽富神社の年中行事として、お田植神事、祭礼、１１月の神無月の行事を現

在も行っているが、そういったものを抜き出して、年中行事の古文書と結び

つけていく方が良いのではないか。これは候補の１つとして、今後も調査を

進めていくということでお願いしたい。 

 

３）有形文化財・歴史資料の永吉台遺跡群出土「陶印」について 

事 務 局：資料Ｐ14に沿って説明・実物を実見 

笹生委員：陶印だけだと読み方が判読されていないなど難しいところがある。遺跡から

は仏教関係の遺物と重要な文字資料が出土しているので、まずは永吉台遺跡

群を中心に袖ケ浦市内の古代仏教遺物群のような形にするか、もしくは永吉

台遺跡群出土資料としておいて、それから追加していく形でも良いと思う。

一覧表についてはよく調べていただいたが、個別に調査していくことは大変



- 5 - 

であり、また、これだけでは扱いにくい。学史的に重要であるとともに、千

葉県内、袖ケ浦市内でもよく知られている東京ドイツ村という場所の過去の

歴史に、全国的にも重要なものがあったということをアピールするうえでも、

永吉台遺跡群出土資料ということでまとめるのがよいと思われる。 

山田会長：永吉台遺跡群はどこからどこまでか。 

笹生委員：永吉台遺跡群は遠寺原地区と西寺原地区の２箇所のはずである。報告書はこ

の２箇所で完結させている。 

山田会長：この永吉台遺跡群の希少遺物のいくつかをピックアップするのか。 

笹生委員：文字資料と仏教関係資料の明確な事例をピックアップして指定するという方

法が良い。 

山田委員：瓦塔は図に出ているだけしか出土していないのか。 

笹生委員：これだけである。部品が若干出土していた気もするが、残りの良い資料はこ

れぐらいしかない。 

事 務 局：これは表裏になっており、普通の住居から出土している。 

山田委員：礎石建物は見つかっているのか。 

笹生委員：図３を見ると、四面庇の建物が重複しているが、最初に掘立柱の建物を造り、

次にそれを拡大して、その後、柱を抜いて坪事業を行っている。柱のところ

だけを版築して、礎石を入れている。国分寺と関係がある可能性のあるのし

瓦も出土しており、量からするとおそらく甍のところにだけ瓦が葺かれてい

たと考えられる。 

山田会長：永吉台遺跡群の構成は、集落と土器生産と仏教関係ということか。 

笹生委員：遠寺原地区がほぼお寺、西寺原地区がいわゆる土器生産となっている。 

山田会長：そういった方向でまとめてみて、提案してほしい。  

笹生委員：報告書を作成しているので、サポートしたい。 

山田会長：他にご意見はあるか。 

笹生委員：国史跡になった山野貝塚の出土資料は今後どういう扱いになっていくのか。 

山田会長：出土遺物は指定になっていない。山野貝塚の出土遺物には破片が多く、これ

だという完形品がない。今後の調査で指定に耐えうる遺物が出土した場合は

検討する必要があると思う。 

笹生委員：了解した。 

 

議題（３）指定文化財案内板の設置について 

事 務 局：資料Ｐ19に沿って説明 

 山田会長：案内板の形については、これまで、情景に合わないような看板はやめようと

か、背の小さい子どもたちも読めるような形などの意見があり、斜めの案内

板の形で考えてくれてある。形はこれでよいと思われる。 

     文章については、帰ってからご意見もらってもよいし、今日ここでわかる範

囲でご意見をもらえるか。以前の文章と比べると大きく変わっている。 

事 務 局：以前の案内板は墓碑の案内板であるが、墓碑の説明を何もしていなかったの
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で、その説明を入れている。 

高橋委員：今回の文章からは削除されているが、以前の案内板にあった仙石騒動の件は

いらない。 

山田会長：以前この案内板を作成した方の思い入れが詰まっている。 

事 務 局：市指定文化財神谷転の歌碑の案内板も敷地内にあり、そこには虚無僧が笛を

吹いている写真も載っている。 

笹生委員：①の墓碑の干支が違っているという説明があったが、これは３人分の墓碑で

よいか。 

事 務 局：そうである。おそらく改葬していると思われる。 

笹生委員：一番古く見ても、元禄４年に作っているということでよいか。 

事 務 局：そういうことだと思う。 

笹生委員：そういう意味では、干支の誤記が時代にかかっているのであるのかなと思う。

置き基礎というのは、地面に直接置く形か。 

事 務 局：そうである。地表面をならして箱を置いてそこに案内板を立てて、そこにコ

ンクリートを流すような形である。 

笹生委員：固定はされるのか。 

事 務 局：固定はされない。もしかしたら土葬墓があるかもしれないので、置き基礎と

した。 

笹生委員：了解した。 

事 務 局：これまで掘ったところは、たまたま当たらなかったと思う。もし可能であれ

ば、お坊さんの名前が読めないので、教えていただきたい。 

 濱名委員：例えば和尚というのも「おしょう」と呼ぶところもあるし、「わじょう」と

いうところもあるし、「かしょう」もある。宗派によって異なり、まして虚

無僧であるのでどのように呼ばれていたかわからない。 

 笹生委員：少なくとも称号とお坊さんの名前が切れるところくらいは示しても良いかも

しれない。 

 事 務 局：和尚「おしょう」というふりがなの確証はないということか。 

 笹生委員：禅宗の表記は「おしょう」で良いのではないか。 

梶原委員：「おしょう」でよいと思う。首座「しゅざ」と書いてあるが、禅宗では「し

ゅそ」と読む。「品位」は一般的には霊位という意味になる。 

山田会長：他に文章の修正はないか。 

 高橋委員：虚無僧の説明があるので、図でも入れたほうがよいのではないか。 

 山田会長：虚無僧の図は、神谷転石碑の案内板に載っている。 

 事 務 局：２０メートル位離れたところにある。 

 笹生委員：文章にいれてほしいのは、なぜここに虚無僧の墓があるのかということであ

るが、書き方としてはこういう風になってしまう。虚無僧の宿になる寺があ

ったからということになるか。 

 濱名委員：西暦の入れ方はこれでよいか。 

 笹生委員：普通だと、例えば、文政４年と書いてその下にカッコで西暦を入れる。以前

の案内板はカッコの中に年が入っている。これは統一した方が良い。 
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 山田会長：明治元年は良いのか。 

 笹生委員：元の下に年を入れて、年の下に西暦が入る。 

 山田会長：今まではどうしていたのか。 

 事 務 局：古い案内板だと、例えば延宝５年（１６７７年）のような表記である。 

山田会長：最近製作した案内板の表記はどのようになっているのか。 

 事 務 局：昨年度製作した案内板では、調査年の表記は今回の案の表記となっている。 

 山田会長：案内板によって違うのもよくないので、今まで案内板を確認してほしい。 

 成田委員：この案内板の説明では、一般の人が読んだときに、市の指定になった価値が

読み取れない。 

 高橋委員：虚無僧の宿というのは全国で数箇所しか見つかっていないが、それが袖ケ浦

にあったというところが大事である。 

笹生委員：全国的にも残っているのが珍しいというような文章を一文入れても良いかと

思う。 

 山田会長：全国で数少ないお寺の一つであるとか、どこかで入れられないか。 

 笹生委員：虚無僧はわかるが、なぜ袖ケ浦に虚無僧のお墓があって、それが指定になる

のかという理由があったほうがよい。 

 山田会長：神谷転の案内板には珍しいなどと記載されているか。 

 事 務 局：仙石騒動について書かれており、珍しいという記載はなかったと思われる。 

 高橋委員：虚無僧の墓碑というより、住職の墓ではないか。 

 笹生委員：松見寺のお坊さんのお墓である。 

 事 務 局：墓碑の銘文を見ると、松見寺のお坊さんだとわかるのが、③の方くらいかな

と思う。あとは書いていない。 

 笹生委員：この説明だと諸国を回って、ここで客死したなと、虚無僧のイメージになっ

てしまうが、おそらく死んでいるタイミングをみると、20～30年ぐらいおき

に亡くなっており、一世代ずつ位だから、重葬の可能性もありえる。虚無僧

寺の住職のお墓の可能性もある。 

濱名委員：虚無僧でも死ぬまで全国を歩いていたわけではないので、どこかに落ち着い

て亡くなった可能性もある。 

山田会長：指定の価値などが書かれていないので、今回いただいた意見や博物館の虚無

僧の展示を参考にして、次回提案してほしい。 

事 務 局：承知した。考えてみる。 

      

報告（１）令和３年度文化財保護事業の報告について 

(２) 令和３年度文化財審議会実績について 

事 務 局：資料Ｐ29～32に沿って説明 

山田会長：次は、先に報告（３）その他の３）の説明をお願いしたい。 

 

報告（３）その他  

３）令和４年度袖ケ浦市文化財審議会の日程について 

事 務 局：資料Ｐ27に沿って説明 

笹生委員：３月２日（木）だけ、場合によって欠席をさせていただく。 

 

 

２）率土神社の棟札について 



- 8 - 

事 務 局：資料Ｐ25、26に沿って説明 

山田会長：指定をしてほしいということであるが、率土神社にはすでに指定になっている

「率土神社縁起」がある。今回は棟札が出てきたが、現在の建物自体は新しい。

だから何で今やるのかもわからないし、字が間違っているのもあるし、正と写

で間違っている部分もある。写しがある棟札がよくあるのかと聞かれています

が、あまりない。全く同じものを作る意味がわからない。 

高橋委員：紙に写すことはあるが、全く同じものを作ることは意味がない。 

事 務 局：棟札としては大きいと思われる。９０センチ級である。 

濱名委員：１ｍくらいの棟札はあるので、大きすぎるということはない。読みづらくなっ

たので新たに作ったということも考えられる。 

高橋委員：裏面の板には乗せてあるのか。 

事 務 局：おそらく、釘で貼り付けていると思われる。 

笹生委員：裏面に墨書はなかったのか。 

濱名委員：おそらく書いていなかったか、書いてあったとしても読めなかったと思われる。

また、それほど古い棟札ではない。 

笹生委員：袖ケ浦市で棟札だけの指定はあるのか。 

山田会長：棟札の指定はない。 

高橋委員：通常、棟札は建物の附で指定される。 

濱名委員：中世の棟札であれば指定されているものはあるかもしれないが、江戸時代のも

のはどうか。率土神社が袖ケ浦市にとってどれほど重要か、また内容が重要か

によって決まってくるのではないか。 

山田会長：指定文化財である「率土神社縁起」との関係を考える必要もある。率土神社縁

起よりも古い可能性のある「埴安宮」の名称が記載されているということであ

るが、これについてはどうか。 

笹生委員：埴安彦、埴安姫は、古事記に出てくる土の神様であり、だから率土神社である。 

事 務 局：埴安姫は率土神社の祭神である。 

濱名委員：一番上に卍が据えられているが、別当寺という可能性はあるのか。 

笹生委員：通常、古事記の神様が出てくるのは国学が入ってきてからのことが多く、18世

紀以降になってくると出てくる。それ以前に卍が出てくるということは、神仏

習合的な名称があってもよいと考えられる。「率土神社縁起」では「率土明神」

と書かれているが、そちらのほうが本当は古いのかもしれない。延宝年間頃は

古事記の刊本の出始めてくる頃なので、全く見てないことはないと思われるが、

微妙な時期である。 

山田会長：事務局で一回実物を見て、話を聞いて、継続審議にしてほしい。 

 

以上 
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令和４年度 第１回袖ケ浦市文化財審議会 

会議次第 

 

日 時  令和４年６月２日(木) 

場 所  袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

 

１ 開会のことば 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 議題 

 （１）令和４年度文化財保護事業について 

（２）袖ケ浦市指定文化財の候補について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

 

５ 報告 

 （１）令和３年度文化財保護事業の報告について 

 （２）令和３年度文化財審議会実績 

 （３）その他 

 

６ 閉会のことば 
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第２４期袖ケ浦市文化財審議会委員名簿 

氏  名 担当分野 備考 

山田
や ま だ

 常
つね

雄
お

 
有 形 

記念物 

再 任 

２０期目 

成田
な り た

 篤彦
あつひこ

 記念物 
再 任 

８期目 

梶原
かじわら

 正方
まさかた

 有 形 
再 任 

８期目 

髙
たか

橋
はし

 克
まさる

 民  俗 
再 任 

８期目 

日塔
にっとう

 和彦
かずひこ

 有 形 
再 任 

７期目 

笹生
さ そ う

 衛
まもる

 
有 形 

記念物 

再 任 

５期目 

濱名
は ま な

 徳
とく

順
じゅん

 
有 形 

記念物 
初 任 

任期 令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間） 
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○袖ケ浦市文化財の保護に関する条例（抄）  

第４章 市文化財審議会  

  

第２４条 文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、

又は意見を具申し及びこれらに必要な調査研究を行うため袖ケ浦市

文化財審議会を置く。  

 

第２５条  審議会は、非常勤の委員 7名で組織し、文化財に関する学

識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。  

 

第２６条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。  

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間  

とする。  

 

第２７条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。  

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 

 

 

 任期  

   令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで  
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議題 （１）令和４年度文化財保護事業について 

①令和４年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標 

Ⅰ．基本方針 

 本市では、令和２年度から令和１３年度を計画期間とする新しい「袖ケ浦市総合計画」を策定

し、市が目指す将来の姿を『みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦』とし、

重点的取組の一つとして、“誰もが活躍するまち”の実現にむけ、子育て・教育環境の充実と学

びを通じた社会参加の促進を図っています。 

 近年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により社会経済活動への多大な影響があり、本市教

育委員会においても、感染対策を講じながら学校活動や社会体育施設運営を進めてきたところ 

です。今後も教育活動を継続していく中で、感染対策に万全を期し、感染症の状況を見極めなが

ら、柔軟に対応していく必要があります。 

今年度は、令和３年度から令和１２年度までを計画期間とし、本市教育行政の施策の方向性と

施策を体系的にまとめた『第三期袖ケ浦市教育ビジョン（袖ケ浦市教育振興基本計画）』の２年

目にあたります。 

第三期教育ビジョンは、基本目標に『未来を創る 心豊かで いきいきとした 人づくり』を掲

げ、【子ども】【生涯学習】【スポーツ】【文化財・文化芸術】の領域で基本目標を実現するための

４つの目標を設定し、様々な施策についての取組を進めます。将来を担う子どもには、「知・徳・

体」のバランスの取れた「生きる力」を身に付け、豊かな心とたくましい体を育てていくことを

目標とします。また、市民には生涯にわたって自ら学び、その成果を生かすことができる環境づ

くりを推進します。さらに、それぞれのライフスタイルに応じたスポーツ・レクリエーション環

境の整備及び文化財の保存・活用、文化芸術の鑑賞機会の充実にも力を入れて取り組みます。 

今年度の主な取組について、学校教育では、ＩＣＴ機器の活用をより一層推進するため、学校

ＩＣＴインストラクターによる授業支援の活性化を図るとともに、オンライン授業による国内

外の児童生徒との交流を図ります。学校体育では、児童生徒のスポーツへの関心と体力・技術の

向上を目指します。教育環境の整備では、蔵波地区における児童数増加の対応として、令和６年

度の供用開始に向けて蔵波小学校増築校舎の設計を進めてまいります。また、小学校２校及び中

学校全校の教室の机を新ＪＩＳ規格に対応した広い天板に更新し、より学習しやすい教育環境

の整備を図ります。社会教育施設の環境整備として、平岡公民館多目的ホール吊天井等の耐震対

策工事を実施するほか、生涯学習の充実としてインターネットを通じて利用できる電子図書館

サービスを試行的に実施します。郷土の歴史と文化財の保存・活用については、国史跡山野貝塚

の保存活用のため、整備基本計画の策定や指定地の公有地化及び発掘調査等を実施するほか、郷

土博物館の開館４０周年記念企画展等を市民学芸員と協働して実施することにより、市民の社

会参加を促進してまいります。 

以上、これらのことを踏まえ、本市教育のさらなる発展を目指し基本目標の実現に向け、『令

和４年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標』を定め、教育の向上に努めます。 
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Ⅱ．目 標 

4 文化財に親しみ、文化芸術を楽しむ場を創造します 

【文化財・文化芸術】 

(1) 郷土の歴史と文化を学び、伝える活動の推進 

社会が急速に変化する中で、市民が「心のよりどころ」を持ち、郷土の歴史と文化に

ついて理解を深めることは、本市の未来を創る上で重要なことです。 

そのため、国史跡山野貝塚をはじめとした市内の文化財を保護し、研究を進め、活用

を促進する活動を市民との協働により行います。 

また、郷土博物館は、蓄積した地域資料と情報・人材を活用し、地域交流・世代間交

流の拠点を目指すとともに、後世に伝える活動を推進します。 

①国史跡山野貝塚の保存・研究・活用 

○教育ビジョンに示された施策 

・山野貝塚の保存活用事業の実施 

・山野貝塚の内容確認調査・整備に伴う調査の実施 

・山野貝塚の整備基本計画の策定と整備の実施 

・山野貝塚ボランティアの募集・講座の開催 

②文化財の保存・活用  

○教育ビジョンに示された施策 

・市指定文化財の指定及び保存管理への支援 

・地域の文化財の公開や活用の促進 

・未指定文化財の調査・研究 

③無形民俗文化財の保護と継承 

○教育ビジョンに示された施策 

・無形民俗文化財等の周知 

・無形民俗文化財の活動及び継承への支援 

・上総掘り技術伝承団体に対する支援 

④市民とともに歩む博物館活動の充実 

○教育ビジョンに示された施策 

・地域資料と情報の収集・保存・管理・活用 

・ボランティア等の育成と博物館活動を通した生きがいの醸成 

・博物館の資料と人材を活用した地域交流・世代間交流の促進 

・誰にでもやさしい博物館活動の実践 

・「袖ケ浦市史研究」の刊行と地元研究者の育成  
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(2) 地域に根差した文化芸術活動の推進 

多くの市民が、気軽に優れた文化・芸術に親しみ新たに参加することができる機会を提

供するとともに、多種多様なジャンルの創造活動を行う市民への支援や、活動の成果を発

表する機会を提供します。 

また、新たに文化芸術活動を行う市民へきっかけづくりとして、すでに文化・芸術活動

を行っている市民とともに、体験教室を開催します。 

さらに、優れた文化芸術活動を行う団体を支援し、鑑賞の機会の充実を図ります。 

①文化・芸術振興のための市民活動の支援 

○教育ビジョンに示された施策 

・市民の文化・芸術活動や文化芸術団体の事業の支援 

・文化芸術活動を行う市民・サークル・団体等への発表の機会の提供 

②文化・芸術鑑賞機会の充実   

○教育ビジョンに示された施策 

・市民が身近で鑑賞できる展覧会等の開催 

・あらゆる世代を対象とした鑑賞機会の提供 

 

令和４年度 施策の目標設定 

 

基本目標  『未来を創る 心豊かで いきいきとした 人づくり』 

 

基本目標を実

現させる４つ

の目標 

施策の方向性 施    策 目標値の考え方 目標値 

４）文化財に
親しみ、文化
芸術を楽し
む場を創造
します【文化
財・文化芸
術】 

（１）郷土の歴史
と文化を学び、伝
える活動の推進 
 
（担当課等） 
生涯学習課 
博物館 

①国史跡山野貝塚の保存・研究・
活用 

山野貝塚講演会

来場者数 
150人以上 

山野貝塚ボラン

ティア登録数 
13人 

②文化財の保存・活用 
指定文化財調査

件数 
年2回 

③無形民俗文化財の保護と継承 
上総掘りの技術

体験講座開催数 
年10回 

④市民とともに歩む博物館活動
の充実 

協働事業の実施

回数 
年5回 

（２）地域に根差 
した文化芸術活動
の推進 
（担当課等） 
生涯学習課 
博物館 

①文化芸術振興のための市民活
動の支援 

文化芸術活動団 

体事業後援件数 30件 

②文化芸術鑑賞機会の充実 
袖ケ浦美術展入 

場者数 2,750人 
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②令和４年度文化財保護事業について 

№ 
事 業 名       

（事業費：千円） 
目 的 ・ 内 容               時期・回数       対象・人数       

１ 文化財審議会関係

費 

(242) 

市指定文化財の指定及び文化財の保存・活用に

関して、教育委員会の諮問に応じて意見を具申し

ます。また、文化財の保護のための調査研究活動

を行います。 

通 年 

(会議４回) 

委員 ７人 

2 総合的な文化財の

保存・活用事業 

(3,174) 

市内に所在する文化財を後世に伝えるため、指

定文化財管理者に対して、管理費用などの補助金

を交付します。また、腐朽しやすい鉄製品の保存

処理や指定文化財の案内板設置等、文化財の総合

的な保存・活用を図ります。 

 

〇文化財補助事業 

指定文化財所有者・管理者に補助金を交付し、

適切な維持管理を行う。 

〇文化財周知事業 

 地域の文化財を周知するため、指定文化財の案

内板を設置する。（候補: 松見寺虚無僧墓碑） 

〇民俗・伝統芸能保護・継承事業 

 民俗芸能を継承する団体及び個人に対して支援

などを行う。 

〇埋蔵文化財保存活用事業 

 劣化しやすい資料を適切に保存処理し、活用す

る。（鉄製品保存処理（椿古墳群等） 

〇その他 

全国史跡整備市町村協議会 

千葉県史跡整備市町村協議会大会（10/28 袖ケ

浦市開催） 

通年  

3 埋蔵文化財整理棟

施設管理事業 

(698) 

埋蔵文化財保護にかかわる施設の維持管理に努

めます。 

通年  

4 埋蔵文化財調査事

業 

(21,523) 

市内に所在する遺跡について、各種開発行為の

ための事前調査のほか、重要な遺跡についてはそ

の価値を明らかにするための調査を実施します。 

また、記録保存した遺跡は、発掘調査報告書と

して刊行します。 

 

〇市内遺跡 

 宮ノ越貝塚の整理作業（令和５年度報告書刊行

予定）、笊田遺跡他報告書刊行 

〇民間開発事業 

宮ノ後遺跡第６次調査 整理作業・報告書刊行 

笊田遺跡 本調査・整理作業・報告書刊行 

〇開発事業に伴う試掘 

通年  
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5 山野貝塚保存活用

事業 

(26,205) 

 

国史跡山野貝塚について、市としての取扱い方

針を定めた「保存活用計画」に基づき、史跡の管

理、保存、活用を図るとともに、整備の方向性を

示す「整備基本計画」を策定します。また、史跡

の適切な保護のため史跡指定地の公有地化を進め

ます。さらに、講演会等の開催及びボランティア

活動の推進等により、山野貝塚の重要性を周知し

、市民の山野貝塚の保存活用に対する理解を高め

ます。 

 

〇史跡整備基本計画の策定 

〇史跡全体の公有地化 

〇山野貝塚周知のための講演会開催 

〇発掘調査の実施（第 10 次調査） 

〇整理作業の実施（令和５年度報告書刊行予定） 

〇レーダー探査の委託実施（3 回目） 

〇ボランティア組織の運営 

〇史跡の維持管理（除草作業） 

 

 

通年 

 

 

 

 

 

③令和４年度文化財保護事業関係予算  

                                 単位：千円 

 
事   業   名 内       容 時 期 

令和４年

度予算

額 

令和３年

度予算

額 

増減 

１ 文化財審議会関係費

（0002-01） 

文化財の指定及び文化財の保護・ 

活用（会議等 4回） 

4月～3月 242 227 15 

 

【内訳】 

報酬 

旅費 

需要費 

  

186 

53 

3 

 

186 

38 

3 

 

0 

15 

0 

２ 総合的な文化財の保

存・活用事業 

（0002-02） 

指定文化財補助、文化財保護全般 4月～3月 3,174 5,618 ▲2,444 

【内訳】 

会計年度任用職員報酬 

報償費 

旅費 

需用費 

役務費 

委託料 

・システム保守管理委託料 

・指定文化財維持管理委託料 

・御手洗井植栽等管理委託料 

・出土鉄製品等保存処理 

・文化財案内板再設置 

負担金・補助金 

 ・負担金 

・市指定文化財補助金 

    文化財保険・維持管理費 ７件 

    文化財保険のみ     １件 

維持管理費のみ       14件 

  

0 

140 

27 

118 

15 

2,129 
165 

400 

53 

1,067 

444 

745 
40 

705 

 

2,,041 

140 

221 

382 

15 

2,150 
165 

400 

51 

1,131 

402 

669 
40 

629 

 

▲2,041 

0 

▲194 

▲264

0 

▲21 
0 

0 

2 

▲64 

42 

76 
0 

76 
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３ 埋蔵文化財整理棟施

設管理事業 

（0002-03） 

埋蔵文化財整理棟及び埋蔵文化財収

蔵庫管理 

4月～3月 698 

 

695 

 

3 

 

【内訳】 

需用費 

・単契・一般消耗品費 

・燃料費 

・光熱水費 

役務費 

委託料 

・整理棟警備委託 

・床清掃委託料 

使用料・賃借料 

  一般負担金 

  

135 
77 

28 

30 

103 

316 
185 

131 

97 

47 

 

131 
73 

28 

30 

103 

316 
185 

131 

98 

47 

 

4
4

0

0

0

0 
0 

0 

▲1

0 

４ 埋蔵文化財調査事業 

（0002-08） 

埋蔵文化財発掘調査及び整理作業・

報告書刊行 

4月～3月 21,523 22,526 ▲1,003 

 

【内訳】 

●市内遺跡発掘調査等(国庫・県費補

助事業)確認調査・本調査・報告書刊行 

 ・宮ノ越貝塚（整理） 

●市単費事業 

開発に伴う試掘等 

●民間開発事業 

 ・宮ノ後遺跡（整理・報告書刊行） 

 ・笊田遺跡（本調査・整理・報告書

刊行） 

・未決定 3,000 ㎡  

    

５ 山野貝塚保存活用事

業（0002-09） 

山野貝塚を国史跡として保存し、将

来的には史跡公園等として整備し、

公開する。 

4月～3月 26,205 

 

27,562 

 

▲1,357 

 

【内訳】 

会計年度任用職員報酬（整理等） 

報償費 

旅費 

需用費 

・単契・一般消耗品費 

・燃料費 

・食糧費 

・一般印刷製本費 

役務費 

委託料 

・測量設定委託料（発掘調査・用地） 

・計画策定委託料 

・その他委託料 

除草委託 

レーダー探査 

使用料・賃借料 

 原材料費 

 公有財産購入費 

補償補填及び賠償費 

   

711 

594 

94 

576 
135 

37 

6 

    398 

8 

13,846 
250 

4,345 

9,251 

 

 

50 

15 

5,721 

4,590 

 

332 

337 

62 

507 
77 

30 

  3 

397 

   6 

13,559 
1,318 

0 

12,241 

 

 

52 

50 

5,721 

6,936 

 

379 

257   

32 

69 
58 

7 

       3 

1 

2 

287 
▲1,068 

4,345 

▲2,990 

 

 

▲2 

▲35 

0 

▲2,346 

７ 車両維持管理費 

（0004-01） 

公用車維持管理費（発掘調査及び事

務連絡用１台） 

4月～3月 172 224 ▲52 

 

合計 52,014千円（前年度予算 56,852千円）前年度比▲4,838千円 



　　　　　　　　　

№ 神社名 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 大歳神社 横田 内殿 近世末 もと十二天社　調査の結果、近世の作、歴史的背景調査

2 正福寺 久保田 宮殿 近世末 笠上観音焼失後に移設か　住職は指定に否定的、歴史的背景要調査

№ 寺　院　名 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 東光院 谷中 如意輪観音菩薩像 南北朝 絹本着色

№ 寺　院　名 地　区 名　　　　　称 像高(cm) 時　期 備　　　　　考

1 乗蓮寺 代宿 十一面観音菩薩立像 104.5 木造 彫眼 漆箔 平安 平成３年修理・着色

2 竜門寺 三ツ作 地蔵菩薩坐像 23.4 木造 玉眼 漆箔 室町 銘 享禄３年（１５３０）

3 常照寺 野田 善光寺式阿弥陀三尊・中尊 44.7 銅造 鎌倉

4 善光寺式阿弥陀三尊・左脇侍 31.5 銅造 鎌倉

5 善光寺式阿弥陀三尊･右脇侍 21.5 銅造 鎌倉

6 福寿院 川原井 薬師如来立像 35.1 木造 彫眼 彩色 室町

7 光明寺 川原井 大日如来坐像 42.8 木造 玉眼 金泥 室町

8 佛性寺 永吉 阿弥陀如来坐像 50.0 木造 玉眼 漆箔 室町

9 延命寺 高谷 地蔵菩薩立像 160.3 木造 玉眼 金泥 室町 古色、経蔵

10 十一面観音立像 168.0 木造 彫眼 彩色 室町

11 地蔵寺 岩井 地蔵菩薩立像 56.8 木造 漆箔 室町 台座後補墨書「大佛師熊吉」　袖ケ浦市教育委員会1995『袖ケ浦の仏像・仏具』により追記、修正

12 勝蔵院 大鳥居 阿弥陀如来立像 47.6 銅造 南北朝

13 観音菩薩立像 35.5 木造 彫眼 漆箔 室町 古色

14 勢至菩薩立像 35.0 木造 彫眼 漆箔 室町 古色

15 無量寺 堂谷 阿弥陀如来立像 49.7 木造 漆箔 室町 古色

16 降伏寺 下根岸 地蔵菩薩立像 96.0 木造 彫眼 彩色 室町

石井家 大曽根 虚空蔵菩薩坐像 45.0 木造 彫眼 漆箔 室町 銘 嘉吉２年（１４４２）

虚空蔵堂

18 三ツ作神社 三ツ作 毘沙門天立像 59.5 木造 彫眼 素地 平安 郷土博物館保管

19 文殊堂 永地 菩薩坐像 37.5 木造 室町 盗難

20 大日堂 横田 大日如来坐像 76.0 木造 彫眼 彩色 室町末

21 善福寺 横田 阿弥陀如来立像 36.3 木造 南北朝

22 法光寺 神納 阿弥陀如来立像 61.5 木造 室町

23 照崎寺 勝 観音菩薩坐像 155 木造 室町

24 長泉寺 永地 阿弥陀如来坐像 30 木造 室町

25 光福寺 三箇  不空羂索観音菩薩立像 － 木造 彫眼 彩色 嘉吉２室町 袖ケ浦市教育委員会1995『袖ケ浦の仏像・仏具』により追記、修正

№ 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 高浦家文書      市内 安土桃山

2 市内 天正(太閤）検地帳 安土桃山

3 飽冨神社 飯富 唯一社頭年中行事 天明年間

№ 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 大竹神社 大竹 宮薙の資料

2 永吉台遺跡群 永吉 陶印 平安 郷土博物館保管　市内古代仏教関連遺物群としての指定を要検討

3 西原遺跡 永地 西原遺跡出土呪符木簡 室町時代 郷土博物館保管

4 根形台遺跡群 手焙形土器・蕨手刀 新規

5 文脇遺跡 和鏡・古銭 新規

6 道標群 市内 江戸～昭和

7 雷塚遺跡 神納 板状鉄製品+火葬墓 長さ28.1㎝、最大幅3.7㎝、厚さ2.5㎝ SK008出土、８世紀後半から９世紀初頭

６　記念物・史跡
№ 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 坂戸神社古墳 坂戸市場 前方後円墳（前期） 県指定天然記念物坂戸神社の森内

2 椿古墳群 大鳥居 内前方後円墳 古墳時代前期？

3 鎌倉街道 三ツ作他 上総道 歴史の道100選のNo.26

4 正木幽谷墓 神納 多田家墓地内 昭和9年 江戸時代朱子学者

5 正福寺 久保田 絵馬群                近世～現代          

6 パッチンアミ 進藤博之氏蔵

7 植物 高谷 オオグクの生息地 成田文化財審議員から情報提供

７　民俗文化財・無形民俗文化財
№ 地　区 名　　　　　称 時　　期 備　　　　　考

1 神納・坂戸市場 春祈祷（ハルギトウ）

2 飽富神社 飯富 お田植え神事

3 八幡神社 久保田 湯立神事（ユノハナ）

4 神明神社 今井 湯立神事（大祈祷）

5 八幡神社 下新田 的射神事（オマト） 附　下新田八幡神社本殿

6 延命寺 高谷 百地蔵参り（札ブチ）

議題（２）袖ケ浦市指定文化財の候補について

１　有形文化財･建造物
形式

一間社(間口63㎝）、切妻、平入り

間口一間、入母屋

２　有形文化財･絵画　仏画(室町時代以前）

　　　　　　　　　　　　　袖ケ浦市指定文化財候補一覧（令和４年）　　　　　  　　網掛けは次期指定候補として優先度の高いもの　※№と指定順は関係ない

17

３　有形文化財・彫刻　仏像(室町時代以前）

火災による損傷著しい。平成24年度資料鑑定。平成26年度文化審で検討済。寺由来等要調査

４　有形文化財･古文書

５　有形文化財･歴史資料

９
1
0
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議題（２）指定文化財候補について 

 令和３年度第４回会議（書面会議）において、委員からご意見があった指定文化財候補に

ついて、これまでの調査経緯及び若干の調査状況を報告し、今後の方向性について委員に意

見を求めるものです。 

 

１）有形文化財・彫刻（仏像） 

①延命寺（高谷） 

・地蔵菩薩立像 

  像高：160.3㎝ 

  構造：木造、玉眼、金泥 

  年代：室町時代 

  備考：古色、経蔵 

 

 ・十一面観音立像 

  像高：168.0㎝ 

  構造：木造、彫眼、彩色 

  年代：室町時代 

  備考：経蔵 

 

②地蔵寺（岩井） 

 ・地蔵菩薩立像 

  像高：56.8㎝ 

  構造：木造、漆伯 

  年代：室町時代 

  備考：台座後補墨書「大佛師熊吉」 

  ※令和３年度第４回書面会議の一覧では「延命寺」となっていまし

たが、『袖ケ浦の仏像・仏具』を確認したところ、「地蔵寺」とさ

れていたため修正しました。 

 

③光福寺（三箇） 

 ・不空羂索観音立像 

  像高：不明 

  構造：木造、彫眼、彩色 

  年代：室町時代 

 

 

 

 

 

出典：袖ケ浦市教育委員会 1995『袖ケ浦の仏像・仏具』 

地蔵菩薩立像（延命寺） 十一面観音立像（延命寺） 

地蔵菩薩立像（地蔵寺） 

不空羂索観音立像（光福寺） 
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２）有形文化財・古文書、民俗文化財 

飽富神社「唯一社頭年中行事」、「お田植神事」（飯富） 

 

これまでの経緯  

本件については、平成２８年度第２回及び３回、平成２９年度第１回文化財審議会にお

いて指定文化財候補としてご審議いただいた。 

 平成２８年度の審議会において、「唯一社頭年中行事」は、現在も続けられている民俗

行事を裏付けるものとして重要であり、また神道史の観点から見ても興味深いとの指摘を

いただいた。一方、「お田植神事」は歴史性、伝統性が保証された民俗行事として重要で

あることから、古文書と民俗行事を一緒に指定することの意義についても指摘があった。 

 平成２９年度の審議会においては、現在行われているお田植神事の記録映像を確認して

いただくとともに、最近の調査結果と唯一社頭年中行事に記載された内容の比較について

報告した。年中行事の性格を考えるうえで、吉田神道の影響を受ける以前のオリジナルな

要素、吉田神道の影響を受けた要素、明治初年の段階で改変を受け現在に続いている要

素、の３つの要素で現在の行事を位置付ける必要性が指摘され、継続調査となった。 

 

○お田植神事に関する過去の調査及び唯一社頭年中行事での記録について（H29①文化審） 

 唯一社頭年中行事 袖ケ浦町史、市史等 

記録年代 天明年間(1781～1789) 1987～1998 

日取り ４月１日 ４月 15日 

葦狩り 当日に下池より 当日に一定の場所より 

葦苗 葦２本、くの木（クヌギか？）の小

枝をわらみごで結わえる 

葦２本、ナラの小枝を苗結びに仕立てる 

数 ７５手（末社の数か？） 記録なし 

役割り 神納村神主、社人 なへ取やく 

藤左衛門 田うなひやく 

惣右衛門家の娘 早乙女役 

早乙女役は月経前の少女 

（袖ケ浦町民俗文化財調査報告書のみ髙橋

孫左衛門家の娘を早乙女役とする） 

神事 葦苗は神前に供える 

うちならし三→三種加持かしわ手

二→神哥三反 

葦苗は神前に供える 

関係者一同が祈祷 

所作 社人の前に 12手ずつ立てる 

手前を向いの者と２手ずつ取り換

える（苗取り？） 

早乙女が葦苗を投げる 

早乙女役が田植えの真似をし、葦苗を投げ

る 

苗束 絵図の如く立て掛ける 苗籠に入れる 

早乙女衣装 記録なし すげ笠にたすき姿 

祭事後 吉日に田へ植える 田の水口に立てる 

その他 社人も葦苗を投げる 早乙女役の家から赤飯が届く 

※唯一社頭年中行事には１月に鍬入れの神事が行われていた、とある。 

（その際、同様の神哥（一つぶを やそやよろずに ますかがみ たからをふらす わた

ずみのかみ）を３回唱えていた） 
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○唯一社頭年中行事より抜粋（H29①文化審） 
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３）有形文化財・歴史資料 

永吉台遺跡群出土「陶印」（永吉） 

 

遺跡群の概要 

永吉台遺跡群は、永吉地区の東京ドイツ村に所在する、奈良・平安時代を主体とする遺

跡群である。遺跡群は、小櫃川支流の松川中流域左岸の台地上に位置し、松川の支流によ

って開析され北側に張り出す、標高 63～75ｍの２つの舌状台地上に立地することになり、

東側の台地が遠寺原地区、西側の台地が西寺原地区と区分される（図１）。発掘調査は

1982～1984年にかけて（財）君津郡市文化財センターによって実施され、1985年に発掘

調査報告書が刊行された。 

遠寺原地区は、8世紀後半から 10世紀前半にかけての集落と寺院に関係する遺跡で、8

世紀末頃に四面廂付掘立柱建物を中心とした寺院が成立する（図３）。 

西寺原地区は、9～10世紀にかけて営まれた集落跡であるとともに、土器生産を行って

いた遺跡である（図２）。 

両地区からは、「寺」「佛」など仏教に関係する文字が書かれた墨書土器が多数出土する

ほか、遠寺原地区からは、灰釉陶器の薬壺・水瓶や香炉蓋、瓦塔・瓦堂などの仏教に関わ

る遺物が出土している（図６）。これらの遺物と前述した四面廂付建物を中心とする寺院

跡が検出された永吉台遺跡群は、8世紀後半に盛行する、集落内に形成される「村落内寺

院」研究の先駆けになった遺跡としても注目される。 

また、永吉台遺跡群の周辺には川原井地区の東郷台遺跡や寺野台遺跡、市原市萩ノ原遺

跡など、平安時代の仏教に関わる遺跡が集中している。 

 

陶印について 

 陶印は、西寺原地区の北西部に位置する、10世紀第 2四半期に属すると考えられる住居

から出土した。持ち手部分である紐が欠損しているが、印面は 3.85㎝×3.8㎝、厚さ 0.9

㎝を測る。文字は鋭利なヘラ状工具で印刻されているが、現在のところ判読はできていな

い（図４、５）。 

 県内では、八街市で採取された「山邊郡印」（官印）のほか、所在が明らかなものとし

て４つの銅印（私印）が発見されている（４つの内の１点、南房総市恩田原遺跡出土銅印

は唯一出土地点が明らかなものであり、令和３年度に県指定有形文化財に指定）。 

 これらの私印については、発見された周辺で古代の銅製帯金具や灰釉陶器、墨書土器が

出土していることから、識字層の存在や地方官人層との結びつきが窺えるものとされる。 

 永吉台遺跡群では、遠寺原地区で寺院跡が検出されており、また、多くの墨書土器が発

見されていることから、僧侶などの識字層との結びつきの中で、この陶印がもたらされた

可能性が考えられる。 

 

市内の仏教関連遺跡について（表１、２） 

 8世紀後半以降に盛行する仏教関連遺跡については、それ以前は集落がなかった場所や

集落が一度途絶えた場所に新たに営まれる集落として出現する傾向にあり、市内でも複数

確認されている。その多くは永吉台遺跡群が所在する市内東部の川原井地区から市原市の

市境にかけての地域で確認されている。また、代宿の上大城遺跡でも確認されている。 
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遠寺原地区 
西寺原地区 

東郷台遺跡 

寺野台遺跡 

図１ 永吉台遺跡群位置図（（（財）君津郡市文化財センター1985『永吉台遺跡群』） 

図２ 西寺原地区遺構配置図（（財）千葉県史料研究財団 1998『千葉県の歴史資料編考古３（奈良・平安時代）』） 

文脇遺跡 

陶印出土住居 
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図３ 遠寺原地区遺構配置図（（財）千葉県史料研究財団 1998『千葉県の歴史資料編考古３（奈良・平安時代）』） 

図４ 陶印実測図（（（財）君津郡市文化財センター1985『永吉台遺跡群』） 

図５ 復元した陶印 

（袖ケ浦市史編さん委員会 1999『袖ケ浦市史資料編１原始・古代・中世』） 

図６ 遠寺原地区出土瓦塔 

（（財）千葉県史料研究財団 1998『千葉県の歴史資料編考古３（奈良・平安時代）』） 
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表１ 袖ケ浦市内奈良・平安時代仏教関連遺跡一覧① 



 

 

 表２ 袖ケ浦市内奈良・平安時代仏教関連遺跡一覧② 
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議題（３） 指定文化財案内板の設置について 

 
提案理由 

今年度、令和元年の台風により破損し撤去した「松見寺虚無僧墓碑」の指定文化財案内板を設置する

予定です。 

 つきましては、案内板の文面等内容について、委員に意見を求めるものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
1㎝

 

89㎝ 

70㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オスロＲＷＧ－４、表示有

効寸法Ｗ884㎜×Ｈ584㎜ 

令和元年度撮影(案内板は、現在では撤去済み) 

 

令和４年４月撮影(新設案内板のイメージ) 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 承 応 四 午 天 

承 応 三 年      甲 午 一 六 五 四 年  

承 応 四 年 ・ 明 暦 元 年 乙 未 一 六 五 五 年  
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案
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板
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学
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収
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松見寺虚無僧墓碑 

① 

・安迦海心和尚
おしょう

 承応４(1655)年４月15日没 

・三廣露月和尚 天
てん

和
な

元(1681)年12月１日没 

・本空一無和尚 元
げん

禄
ろく

４(1691)年９月９日没 

 

②戒雲盛光首座品位
※し ゅ ざ ほ ん い

 享保
きょうほう

17(1732)年５月13日没 

 

③靖然政甫和尚品位 文政４(1821)年３月27日没 

          (松見寺の住職) 

※首座は修行僧の中で第一位を勤める者、品位は

僧侶の位階。 

ぼ 

し
ん 
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報告（３）その他 

 １）郷土博物館市民学芸員郷土を学ぶ会による袖ケ浦市寺社奉納額調査について 

  

提案理由 

 郷土博物館市民学芸員郷土を学ぶ会が実施している袖ケ浦市内の寺社奉納額調査の現

状について報告し、今後の調査方法等について委員に意見を求めるものです。 

 なお、今回は調査内容のうち、久保田地区の正福寺と三ツ作地区の三ツ作神社につい

て報告を行うものです。 

（審議会当日、郷土を学ぶ会担当者が写真を用いて説明させていただく予定です） 

 次ページ一覧参照。 
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２）率土神社の棟札について 

 

提案理由 

率土神社氏子総代より、率土神社で発見された棟札を指定文化財に指定できないかとの

依頼がありました。 

つきましては、本資料をご確認いただくとともに、本資料の継続調査の必要性について

委員に意見を求めるものです。 

 

率土神社棟札 

年代：延宝６ 

（1678）年 

長さ：95.2 ㎝ 

幅 ：31.5 ㎝ 

 厚さ： 1.5 ㎝ 

 素材：松 

 ※近世に 129.6 ㎝×

33.0 ㎝松板を補強 

 ※現在、率土神社 

史料殿で保管中 

 

○郷土博物館職員の 

所見 

・当時の率土神社が

「埴安宮」と記載され

ていることがわかる。

市指定文化財「率土神

社縁起」では「率土明

神」と記載されている

ことから、率土神社縁

起の成立がこの棟札制

作よりも後になる可能

性がある。率土神社縁

起成立年代推定の参考

資料になるのではない

か。ただし、率土神社

縁起は江戸時代初期の

写本で、成立は室町時

代かとされているが。 

 

・棟札の写しが制作されているが、写しを制作することはよくあることなのか。 

 

率土神社棟札（正）写真 
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率土神社棟札（正）書き起こし 率土神社棟札（写）書き起こし 
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３）令和４年度袖ケ浦市文化財審議会の日程について 

 

日  時 内             容 場  所 

 

６月２日(木)  

午後１時 30 分

～ 

議題      

（１）令和４年度文化財保護事業について 

（２）袖ケ浦市指定文化財の候補について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

（４）その他 

報告      

（１）令和３年度文化財保護事業の報告について 

（２）令和３年度文化財審議会実績 

 

旧館３階大会議室 

 

８月４日(木) 

午後１時 30 分

～ 

 

議題案 

（１）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

 

旧館３階大会議室 

 

11 月 24 日(木) 

午後１時 30 分

～ 

議題案 

（１）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

 

旧館３階大会議室 

 

３月２日(木） 

午後１時 30 分

～ 

議題案 

（１）令和５年度事業の方向性について 

（２）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

旧館３階大会議室 

※上記の日時、議案、開催場所については変更する可能性がありますので、ご承知おき願いま

す。 
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３）令和４年度袖ケ浦市文化財審議会の日程について 

 

日  時 内             容 場  所 

 

６月２日(木)  

午後１時 30 分

～ 

議題      

（１）令和４年度文化財保護事業について 

（２）袖ケ浦市指定文化財の候補について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

（４）その他 

報告      

（１）令和３年度文化財保護事業の報告について 

（２）令和３年度文化財審議会実績 

 

旧館３階大会議室 

 

８月４日(木) 

午後１時 30 分

～ 

 

 

こ 

議題案 

（１）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

 

旧館３階大会議室 

 

11月 24日(木) 

午後１時 30 分

～ 

 

議題案 

（１）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

 

旧館３階大会議室 

 

３月２日(木） 

午後１時 30 分

～ 

議題案 

（１）令和５年度事業の方向性について 

（２）袖ケ浦市指定文化財候補について 

 

旧館３階大会議室 

※上記の日時、議案、開催場所については変更する可能性がありますので、ご承知おき願いま

す。 
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報告（１） 令和３年度文化財保護事業の報告について 

 

№ 

事 業 名       

【事業費当初予算額】 
目 的 ・ 内 容               時 期 

１ 文化財審議会関係費 

【227 千円】 

指定文化財候補審議  

〇打越岱遺跡出土土偶諮問、答申、指定 

〇指定文化財案内板の設置について 

（上之山古墳・文脇遺跡） 

〇登録有形文化財候補物件について 

（報告（２）令和３年度袖ケ浦市文化財審議会実績参照） 

 

定 例

会 

４回 

２ 総合的な文化財の保

存・活用事業 

【5,618 千円】 

〇指定文化財補助金（維持管理・保険料） 

〇指定文化財等維持管理委託（ 坂戸神社の森維持管理 ） 

〇出土品再整理、公開展示 

〇鉄製品保存処理 

〇文化財調査研究 

 

通年 

（民俗・芸能関連） 

袖ケ浦市民俗芸能連絡協議会活動支援 

 

通年 

（埋蔵文化財公開活用関連） 

令和３年度は、出土品の再整理、再整理した出土品等の展示、

出土した鉄製品の保存処理、文化財案内看板の立替を実施しまし

た。 

 

〇出土品再整理 

●念仏塚遺跡（所在地：岩井） 

主な出土品：縄文時代～平安時代土器、中世陶磁器 

●鼻欠遺跡（所在地：神納） 

 主な出土品：古墳時代土器・鉄製品 

●向山野遺跡（所在地：神納） 

主な出土品：弥生時代～古墳時代土器 

●打越岱遺跡（所在地：上泉） 

主な出土品：旧石器時代石器、縄文時代～平安時代土器 

●西萩原遺跡（所在地：上泉） 

主な出土品：縄文時代土器 

●進藤家宅地内遺跡(所在地：蔵波) 

主な出土品：近世陶磁器・鉄製品 

●上之山古墳（所在地：永地） 

主な出土品：弥生時代～古墳時代土器 

●水神下遺跡（所在地：奈良輪） 

主な出土品：古墳時代土器 

●中六遺跡（所在地：蔵波） 

主な出土品：縄文時代・古墳時代土器 

 

 

 

 

通年 
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〇公開展示 

●「The Culture５ 念仏塚遺跡 －さまざまな時代の顔を持つ

複合遺跡－」 

   開催日：令和３年11 月６日～18 日   

会場：平岡公民館 1 階ロビー   

資料配布数200枚 

 

〇文化財案内板の更新 

●上之山古墳（所在地：永地） 

●文脇遺跡 (所在地：野里) 

〇保存処理 

●雷塚遺跡（所在地：神納） 処理鉄製品：古墳時代短刀１点 

●椿古墳群（所在地：大鳥居）処理鉄製品：古墳時代直刀１点 

３ 埋蔵文化財整理棟施

設管理事業  

【695 千円】 

〇埋蔵文化財整理棟維持管理費 通年 

４ 埋蔵文化財調査事業 

【22,526 千円】 

発掘調査４件、発掘調査報告書１冊を刊行しました。 

（当日、発掘調査報告書配布） 

〇発掘調査を行った遺跡 

●宮ノ後遺跡第５次・中ノ台古墳群（確認調査） 

所 在 地：神納 

時代：縄文時代・弥生時代・古墳時代・近世 

検出遺構：弥生時代竪穴住居６軒、土坑１基、近世溝状遺構 

１条 

出土遺物：縄文土器・弥生土器・古墳時代土師器 

 

●山野貝塚第９次（確認調査） 

所在地：飯富 

時代：縄文時代 

検出遺構：縄文時代竪穴住居３軒 

出土遺物：縄文時代土器・石器  

   

●笊田遺跡（確認調査） 

所 在 地：大竹 

時代：縄文時代・弥生時代 

検出遺構：縄文時代竪穴住居１軒・炉穴１基、道路跡１条 

出土遺物：縄文土器・石器・礫、弥生土器 

 

●宮ノ後遺跡第６次（本調査） 

所 在 地：神納 

時代：縄文時代・弥生時代・古墳時代 

検出遺構：弥生時代～古墳時代竪穴住居 10軒、土坑１基 

出土遺物：弥生時代土器・石器、不明鉄製品 

通年 
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５ 山野貝塚保存活用事

業 

【27,562 千円】 

〇山野貝塚用地取得 

●用地測量委託 期間：令和３年４月 23 日～11 月 12 日 

●補償物件調査委託 期間：令和３年５月 20 日～９月 30 日 

●２筆、403 ㎡（公簿面積）の用地取得 

〇山野貝塚周知活動 

 ●令和３年度山野貝塚講演会「山野貝塚のこれからを探る」 

日時：令和４年１月 29 日  

会場：市民会館 （書面開催） 

  山野貝塚講演会発表要旨印刷製本 500 部 

山野貝塚講演会ポスター・チラシ印刷 

ポスター：300 枚、チラシ：3,000 枚 

●山野貝塚ボランティア講座 １期生６回開催 １５名登録 

              ２期生４回開催  ５名登録 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開展示の様子 公開展示の様子 

 

 

発掘調査風景（山野貝塚） 発掘調査風景（宮ノ後遺跡・中ノ台古墳群） 
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報告（２） 令和３年度袖ケ浦市文化財審議会実績 

日  時 内    容 場  所 

５月20(木) 

13：30～14：55 

報告 

（１）令和２年度文化財保護事業の報告について 

（２）令和２年度文化財審議会実績 

議題 

（１）令和３年度文化財保護事業について 

（２）袖ケ浦市指定文化財案内板について 

（３）その他 

郷土博物館 

研修室 

 

出席者 ７名 

傍聴人 ０名 

９月３日(金) 

書面開催 

議題 

（１）指定文化財について 

（２）山野貝塚の調査について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

（４）その他 

７人 

12月16日(木) 

13：30～14：40 

議題 

（１）指定文化財の指定について 

（２）山野貝塚の調査について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

（４）その他 

旧館３階 

大会議室 

 

出席者 ７名 

傍聴人 ０名 

３月22日(火) 

書面開催 

議題 

（１）令和４年度文化財保護事業（案）について 

（２）指定文化財候補物件について 

（３）令和４年度文化財審議会日程調整について 

（４）その他 

７人 

 

 


